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国内における「少年大会特別規定」改訂 
「両袖を持って施す投げ技の禁止」について(補足説明) 

  
平成30年3月6日付全柔連発第29-0840号で通達した「少年大会特別規定」の附則に例示された

技（袖釣込腰、大外刈、外巻込）は、技の特性と作用により、技を施された相手が、故意によら
ず胴体より先に、顔面あるいは頭部から畳に着地する（以下「ヘッドディフェンス」という。）
恐れのある技を示したものである。 

これらの技を施された場合には、両手が束縛された状態で「ヘッドディフェンス」以外に対処
することが出来ないことから、顔面、頭部及び頸部損傷等の危険があるとして、禁止技としたも
のである。 

例示には３つの技（袖釣込腰、大外刈、外巻込）を示しているが、これらの技に限定すること
なく、両袖を持って投げ技が施され、技を施された相手が「ヘッドディフェンス」以外に対処す
ることが出来ない投げ技を禁止する。併せて両袖持ちの状態から相手に抱きついて、小外掛、大
内刈で後方に浴びせ倒すことは、後頭部強打の恐れがあり禁止とする。 

但し、両袖を持って出足払、支釣込足等を施して、相手を背部あるいは上部側面から着地させ
ることまで禁止するものではない。 

 
※全柔連主催大会では両袖を持って施した技によって反則負けになっても、その後の一連の試
合に出場できることとする。 


